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法令適用事前確認手続（照会書）

令和３年１２月２０日

国土交通省総合政策局 参事官（物流産業）室長 殿

照会者名 銀座一丁目法律事務所

弁護士 入江 義治（職印省略）

住 所 〒１０４－００６１

東京都中央区銀座一丁目１８番６号

井門銀座一丁目ビル６階

下記について、照会します。

なお、照会及び回答内容（照会に係る法令の条項の性質上照会者名を公にするこ

とが回答に当たって必要とされる場合にあっては、照会及び回答内容並びに照会者

名）が公表されることに同意します。

記

１．法令名及び条項

倉庫業法 第３条

２．将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実

（１）関係者（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社）

Ａ社は、倉庫業法に基づき、茨城県所在の倉庫Ｐに係る倉庫業登録を行うと

ともに、貨物利用運送事業法に基づき、第一種貨物利用運送事業につき登録を

行っている株式会社である。
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Ｂ社は、人工皮革等の国内販売を主たる事業とする、専門商社たる株式会社

である。

Ｃ社は、商品（後述）の最終納品先たる株式会社である。

（２）Ａ社（受託者）とＢ社（委託者）との間の契約

Ａ社は、今般、Ｂ社との間にて、別紙「物流業務委託契約書」を締結のうえ、

委託者たるＢ社から「物流にかかる業務」を受託し、同受託業務を行う予定で

ある。

（３）本件物流業務作業場所及び内容

ア 物流業務作業場所

Ａ社による物流業務作業は、上記倉庫Ｐ（茨城県所在）ではなく、千葉県所

在の建物施設Ｑ（倉庫として必要となる一般的な性能を備えた建築物）にて行

う予定である。

イ 物流作業内容

本件物流業務作業の内容については、次のとおりである。

①まず、別紙第２条のとおり、Ａ社は、Ｂ社の取り扱う本件商品（人工皮

革製品）につき、（１）～（７）の業務をおこなう予定である。Ｂ社か

らの指示に基づき、施設Ｑにおける入庫及び出庫がおこなわれる。施設

Ｑまでの商品運搬は、Ｂ社が行い、Ａ社は関わらない。なお、Ｂ社から

は、入出庫や保管の際に使用する機械・什器等が貸与される予定である。

②また、別紙に記載はないものの、Ａ社は、Ｂ社からの指示に基づき、梱

包箱の入替作業、商品の外装シール貼りといった業務を無償でおこなう

とともに、商品の廃棄処分（有償）や、着払商品入荷の場合の立て替え

払いもおこなう予定である。

③さらに、別紙に記載はないものの、Ａ社は、Ｂ社からの指示に基づき、

主として、上記施設Ｑから約２００メートルほどの距離にあるＣ社の工

場に、本件商品を運搬納品する予定でもある。Ｃ社工場への商品運搬は
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有償であるが、Ａ社とＣ社との関係にて、無償便としておこなわれるこ

ともある。なお、Ｄ社（Ｃ社以外のＢ社取引先）が本件商品最終納品先

となる場合もあり、その場合には、施設ＱからＤ社への本件商品運搬は、

Ａ社ではなく、Ｂ社自身によって行われる予定である。

④本件商品の保管期間については、施設Ｑに入荷したのと同日にＣ社工場

へ運搬されるものもあれば、長期間（数か月、半年、１年など）保管さ

れてから出庫されるものもあることが想定されている。すなわち、各入

庫済み商品の出庫時期は、同日であれば格別、事前に決まっているわけ

ではない。

（４）業務作業料等について

主として、入庫に係る入庫料、保管に係る保管料、出庫に係る出庫料、事務

作業料、商品輸送費、商品発送料が発生する。なお、作業料金全体の半分以上

は、保管料が占めることになる予定である。

（５）上記Ａ社の、本件商品の施設Ｑへの入庫からＣ社工場への運搬納品までの、

一連の業務がなされていることについて、Ａ社が、施設Ｑにおいて、倉庫業法

第３条の「倉庫業を営もうとする者」に該当するか（施設Ｑにつき、倉庫とし

て変更（追加）登録することを要するか）について、ご回答を頂戴したい次第

である。

３．当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠

上記Ａ社の、本件商品の施設Ｑへの入庫からＣ社工場への運搬納品までの一連

の業務を検討すると、Ａ社の主たる業務を、保管業務ではなく物流サービスの提

供であるとして、施設Ｑにおける本件商品保管を、倉庫業法における「倉庫業」

に該当しないもの（運送契約に基づく貨物の一時保管（そもそも寄託性がない））

と捉える向きが出現する。

しかし、たとえ一連の業務に運搬作業が加わったとしても、前記事実を踏まえ
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るならば、本件商品有償保管は、運送契約に付随ないし派生してなされているわ

けではなく、港湾運送事業において上屋でなされる一時保管や、貨物自動車運送

事業における保管庫等における一時保管とは全く異なることから、前記のような

とらえ方は、容認されないものと思料される。端的に倉庫業法に抵触する恐れが

高く、百歩譲ったところで脱法行為であるものと思料される。

したがって、本件商品の施設Ｑにおける保管につき、「倉庫業」であると捉え

るのが原則的かつ自然であると思料しているところであるが、貴省のご回答を踏

まえ、結論を出す次第である。

４．公表の延期の希望（希望する場合のみ）

希望する。

５．連絡先

〒１０４－００６１

東京都中央区銀座一丁目１８番６号

井門銀座一丁目ビル６階

銀座一丁目法律事務所

弁護士 入 江 義 治

電 話 ０３－６２２８－７１５７

ＦＡＸ ０３－６２２８－７１５８
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（別 紙）

物流業務委託契約書（概要案）

（以下「甲」という）と （以下「乙」という）

とは、甲が委託し、乙が受託する物流にかかる業務に関し、以下のとおり物流業務

委託契約を締結する。

第１条（委託業務の内容と範囲）

１ 委託業務の具体的要領は次のとおりとする。

２ 乙は、本件委託業務の遂行にあたって、甲乙協議のうえで定める作業手順、安

全規則、個人情報保護規則等に従うものとする。

第２条（業務委託内容）

甲は、甲の取り扱う商品（以下「商品」という）を乙に寄託し、下記各号に掲

げる業務（以下「受託業務」という）を全部または一部を乙に委託し、善良な

る管理者の注意をもって乙は円滑な業務遂行を行い、乙はこれを受託する。

（１）商品の倉庫への入荷業務

（２）入荷商品の保管業務

（３）甲からの指示による甲の得意先への商品の出荷業務

（４）商品の入出荷、在庫に伴う帳票の作成、報告業務

（５）保管商品の定期棚卸業務

（６）倉庫から甲の得意先への商品の配送手配業務

（７）業務の見直し及び改善業務
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第３条（業務場所）

所在地：千葉県…

第４条（対価）

１ 甲は乙に対し、本件委託業務の対価として、次の業務委託料を支払う。

【業務委託作業料（消費税別途）】

No 項目 摘要 金額

1 期別保管料 規定：1400× 300× 300㎜１ｹｰｽ/期に付 〇〇円

2 期別保管料 規定以外のｹｰｽの場合１才/期に付 〇〇円

3 入荷作業料 規定：1400× 300× 300㎜１ｹｰｽに付 〇〇円

4 入荷作業料 規定ｻｲｽﾞ外 １才に付 〇〇円

5 出荷作業料 規定：1400× 300× 300㎜１ｹｰｽに付 〇〇円

6 出荷作業料 規定ｻｲｽﾞ外 １才に付 〇〇円

7 納品書発行料 １枚に付 〇〇円

8 事務管理費 月 〇〇〇〇円

9 実棚卸し費用 １名１時間に付 〇〇〇円
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10 保管財物責任 保険金額 1億 2千万円 1年間 〇〇〇〇円

保険料

11 輸送料 別途

２ 乙は甲に対し、前項に定める業務委託料を、毎月末日をもって締切りし、請求

する事により、甲は乙に対し、これを締切り月翌々月５日（金融機関の非営業日

の場合は翌営業日）に、乙の指定する銀行口座に送金する方法により支払うもの

とする。

第５条（機械等の貸与）

１ 甲は乙に対し、本件委託業務遂行の必要に応じて、機械、システム機、什器備

品を貸与する。

２ 前項に定める物品に関する貸与の方法、期間、料金、手続、用途、修繕費及び

改造費の負担等については、貸与に際して予め甲乙の協議によって定めるものとす

る。

３ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、第１項に基づく貸与品を所

定の用途以外に使用し、又は第三者に対して譲渡、貸与、質入等の処分をしてはな

らない。

４ 乙は、貸与期間満了後は速やかに貸与品を甲に返還するものとする。

５ 乙は、貸与品が減失、毀損等した場合には、速やかに甲に通知し、甲乙協議の

うえ補修若しくは代品提供等を行うものとする。

第６条（受託者の資格、善管注意義務、報告業務）

１ 乙は、本件委託業務の遂行にあたっては、関係法令、条例等を遵守するととも
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に、必要とされるすべての資格、要件を具備しなければならない。

２ 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本件委託業務を遂行し、常に甲の立

場にて連絡を密にして業務を遂行する。

３ 乙は、本件委託業務中に、甲の指示のもと、荷受けした保管商品その他につき

異常を発見したときは、その旨を甲へ報告し、甲の指示に従って適切な処置を講じ

るものとする。

第７条（再委託）

１ 乙は、本件委託業務の全部またはその一部を、甲の事前の書面による承諾な

しに第三者に再委託してはならない。但し、輸配送業務に対する支援業務につい

ては、乙の運行管理責任のもとに道路運送法による認可業者に再委託することがで

きる。

２ 前項によって再委託が認められる場合、乙は、当該再委託先に対して本契約に

定める事項が履行されるよう指導監督するとともに、本件委託業務に関し当該再

委託先が行った行為について一切の責任を負うものとする。

以上この契約の証として本書２通を作り、各自記名捺印のうえ、各１通を保有す

る。

令和 年 月 日

【甲】

【乙】


